	○長崎市火入れに関する条例施行規則
昭和59年6月30日
規則第40号
（目的）
第1条 この規則は、長崎市火入れに関する条例(昭和59年度長崎市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
　（許可の申請）
第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の5日前までに火入許可申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴　火入れを行なおうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示
す見取図
　 ⑵　火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾
　　 書
　 ⑶　その他市長が必要と認める図書
2　前項の規定は、火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)が、火入予定期間に火入地の全部又は
一部について火入れを行うことができなかった場合において、当該火入地の火入れを行おうとするときにつ
いて準用する。この場合において、許可を受けた火入予定期間の終了した日から1月以内の許可の申請につ
いては、前項第1号及び第2号に掲げる図書の添付は要しない。
　（許可証の交付等）
第3条 市長は、火入れの許可をしたときは、申請者に火入許可証(第2号様式)を交付し、火入地を所管する消防署長にその旨を通知するものとする。
　（許可の対象期間）
第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。
（許可の対象面積）
第5条 火入れの許可の対象面積は、1件につき5ヘクタール以内とする。
（防火帯）
第6条 条例第7条第1項に規定する防火帯は、幅員7メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅員10メートル以上とする。
　（火入れの実施方法）
第7条 火入者は、火入れの実施に当たつては、火入地を1区画の面積が1ヘクタール以下になるように区分し、順次1区画ごとに火入れを行わなければならない。この場合において、火入者は、火入れを行つた1区画が完全に消火したことを確認してからでなければ次の区画の火入れを行つてはならない。
　（火入従事者の人数）
第8条 条例第8条第1項に規定する市長が定める配置すべき火入従事者の人数は、火入れを行う1区画(前条の規定により区分された1区画という。)の面積が、0.5ヘクタール以下の場合にあつては10人以上とし、0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下の場合にあつては15人以上とする。
（身分証明書）
第9条 条例第12条第1項の規定により指定を受けた職員は、火入地の実地調査をし、又は火入れに立ち会うときは、身分証明書(第3号様式）を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを掲示しなければならない。
　（委任）
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則
　 この規則は、公布の日から施行する。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この条例は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
2　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
　第1号様式(第2条関係)
           (令3規則37・一部改正)


